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埼玉県最低賃金は１０月１日から 

「時間額１,０７８円」に改正されます❕ 
 

 埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用される地域別最低賃金である「埼玉県最

低賃金」について、埼玉労働局長（片淵
かたふち

 仁
ひろ

文
ふみ

）は、埼玉地方最低賃金審議会（会長 土

屋 直樹 武蔵大学経済学部 教授）の調査審議を経て、本年８月５日付けの改正答申どお

り「時間額１,０７８円」に改正決定しました。 

最低賃金の改正については８月 30日付けの官報に公示され、令和６年１０月１日（火）

に発効する予定です。 

令和６年度の最低賃金の改正は、時間額表示となった平成１４年度以降、最も大きい引

上げ額（５０円）となります。 

改正額 

（時間額） 

現行額 

（時間額） 
引上げ額 引上げ率 効力発生日 

１,０７８円 1,028円 50円 4.86％ 令和６年１０月１日（火） 

改正される埼玉県最低賃金の効力発生日の本年１０月１日（火）からは、埼玉県内で事

業を営む使用者は、原則として、その使用するすべての労働者に対し、「時間額１,０７８

円」以上の賃金を支払わなければなりません。 

令和６年８月 21 日（水） 

【照会・取材申込先】 

埼玉労働局労働基準部賃金室 

室 長 生木谷 忠司 

賃金指導官 三木 誠一郎 

（電話） 048-600-6205 
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この最低賃金額の引上げにより、埼玉県内の事業所で働く 18 万 5 千人以上の労働者が

影響を受けると推測されます。 

埼玉労働局では、官報に公示される８月 30 日から効力発生日の１０月１日までを「埼

玉県最低賃金周知強化期間」として、各労働基準監督署及び各公共職業安定所（ハローワ

ーク）とともに集中的に周知活動等を行います。 

その一環として、埼玉労働局・管内所轄労働基準監督署長及び公共職業安定所長等の幹

部による「街頭啓発行動」を次のとおり行いますので、取材方よろしくお願いいたします。 

 

 

【埼玉県最低賃金の改正に係る街頭啓発行動】 

日 時 場 所 対 応 者 

９月 30日（月） 

8：30～(30分) 

ＪＲ大宮駅コンコース 

埼玉労働局長、局賃金室長、

さいたま労働基準監督署長、 

大宮公共職業安定所長 

ほか 

ＪＲ熊谷駅コンコース 

労働基準部長、局監督課長、

熊谷労働基準監督署長、 

熊谷公共職業安定所長 

ほか 

上記場所において、啓発品（周知用チラシ入りポケットティッシュ）配布を行います。 

 



- 3 - 

 

●今後のスケジュールは、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別最低賃金の改正手続の流れ 

埼玉労働局長 

埼玉地方最低賃金審議会 

（埼玉県最低賃金専門部会） 

【調査審議】 

埼玉労働局長 

埼玉地方最低賃金審議会（※） 

【異議申出に係る調査審議】 

官報（決定の公示） 

効力の発生 

公示の日から 30 日経過後又は公示の日

から 30 日経過後で指定する日 

決定 

 

答申 

諮問 

 

中央最低賃金審議会

における目安答申を

伝達 

【7 月１日(月)】 

【8 月 5 日(月)】   

【8 月 21 日(水)】 

 

【8 月 30 日(金)】 

【10 月 1 日(火)】 

（※）関係労使からの異議

申出があった場合に開催 
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年収の壁対策として

労働者１人につき最大50万円助成します！

事業主の皆様へ ＬＬ０６０２０１ Ｎｏ．６

要 件
1 人 当 た り
助 成 額

① 賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

1年目

20万円 ( 注 )

② 賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

3 年 目 以 降 、 ③ の 取 組

2年目

20万円 ( 注 )

③ 賃金の 1 8％以上を増額
3年目

10万円

（１）手当等支給メニュー

週所定労働時間
の延長

賃金の
増額

1人当たり
助成額

4時間以上 ー

30万円

3時間以上
4時間未満

５％以上

2時間以上
3時間未満

10％以上

１時間以上
2時間未満

15％以上

（２）労働時間延長メニュー

◆社会保険適用促進手当

事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう
手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
※ （２）４時間未満の延長の場合は、併せて基本給の増額が必要。
※ １年目に（１）①の取組による助成（20万円）を受けた後、

２年目に（２）の取組による助成（30万円）を受けることも可
能（併用メニュー）。

（上述の組み合わせの場合に限り、同一の対象者についてメニューをまたい
だ助成を受けることができます。）

キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう！

2023（令和５）年10月から、キャリアアップ助成金に
｢社会保険適用時処遇改善コース｣を新設しました！

〇労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組を行った事業主に助成

事業主の皆様の

人手不足の解消へ！

※ 本助成金については、2023（令和５）年10月１日から2026（令和８）年３月31日までの間に新たに社会保険の
加入要件を満たし、適用されることとなった労働者が対象になります。

※ キャリアアップ計画書を作成し、取組を開始する日の前日までに、管轄労働局まで

提出してください。（不備があると当日の受理ができませんので、余裕を持ってご準備ください。）

労働者にとって、
・「年収の壁」を意識せず働くことができる。
・社会保険に加入することで処遇改善につながる。

出典：政府広報オンライン（https://www.gov-online.go.jp/media_relations/commercials/202312/video-270966.html）

キャリアアップ助成金

（社会保険の適用）

取組開始

労働時間延長
メニュー

賃上げ、労働時間
延長の取組

手当等の支給 手当等の支給 賃上げ、労働時間
延長の取組

併用メニュー

手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給
基本給（総支給額）
の増額

手当等支給
メニュー

６ヶ月 １年 １年６ヶ月 ２年 ２年６ヶ月

キャリアアップ
計画書の提出

2ヶ月

支給申請
（１回目）

2ヶ月

支給申請
（２回目）

2ヶ月

支給申請
（３回目）

2ヶ月

支給申請
（４回目）

2ヶ月

支給申請
（５回目）

(注)1,2年目は取組から6ヶ月ごとに支給申請（１回あたり10万円支給）

賃上げ等、労働時間
延長あるいはその両
方による増額

【令和６年２月版】



その労働者の社会保険加入日から最長２年間の手
当※３等の支給後の働き方について、労使で話し合
いを行う予定ですか。

2

対象となる労働者をチェックしましょう！

雇用している短時間労働者の中に、2023（令和5）年10月以降、
新たに社会保険の被保険者の要件※１を満たす方はいますか。

いいえ

その労働者は、社会保険加入日から２か月以内に、週所
定労働時間を一定時間延長すること※２ができますか。

その労働者は、社会保険加入日から１
年が経過した時点で、労働時間の延長
ができる見込みですか。

(1)手当等支給
メニュー

(1)(2)の
併用メニュー

(2)労働時間延長
メニュー

社会保険適用に関する支
給要件には該当しません。

本助成金の他のコースの
活用をご検討ください。

その労働者は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
① 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。
② 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入して
いなかった。

はい

○ キャリアアップ助成金の申請方法や助成額などの詳細については、埼玉労働局または管轄のハ 
ローワークまでお問合せください。雇用関係助成金ポータルで電子申請可能です！ 

○ 各都道府県の働き方改革推進支援センターでも助成金に関する相談を受け付けています。 
最寄りのセンターの連絡先は

   ○ 「年収の壁突破・総合相談窓口」（コールセンター）にもご相談いただけます。 
年収の壁突破・総合相談窓口（フリーダイヤル・無料） 

※１ 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間
以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上で学生ではないこと。100人以下の事業所の場合は、週の所
定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用のフルタイム従業員の4分の3以上である者であること。

※２ 週所定労働時間を4時間以上延長、または3時間以上延長するとともに基本給を5％増額改定する
等の措置。詳しくは、表面の「（２）労働時間延長メニュー」をご覧ください。

※３ 社会保険適用促進手当（標準報酬月額が10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長
2年間、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない取り扱いとする手当）

厚生労働省公式HP0120-030-045 受付時間 平日 ８:３０～１８：１５
（土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）はご利用いただけません。）

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

働き方改革推進支援センター 無料相談窓口 検索

 










